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藤
 
哲

現
代
日
本
国
家
論
の
方
法

ｌ
ｌ
Ｒ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
階
級
分
析
に
よ
せ
て
Ｉ

一
は
じ
め
に
ｌ
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
国
民
国
家

的
バ
イ
ア
ス

一
九
七
○
年
代
に
、
故
Ｎ
・
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
や
西
ド
イ
ツ

「
国
家
導
出
論
争
」
に
主
導
さ
れ
て
活
性
化
し
た
ネ
オ
・
マ
ル
ク

（
１
）

ス
主
義
国
家
論
は
、
近
代
政
治
学
の
支
配
的
潮
流
に
も
イ
ン
パ
ク

（
２
）

ト
を
与
え
つ
つ
欧
米
各
国
に
広
が
り
、
八
○
年
代
に
入
っ
て
資
本

主
義
国
家
の
現
状
分
析
し
ゞ
ヘ
ル
で
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
過
程
で
は
、
最

近
も
何
人
か
の
論
者
が
整
理
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の

伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
み
ら
れ
た
「
一
枚
岩
的
統
一
」
は
当
初

か
ら
企
図
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
・
方
法
の
多
元
的

競
合
が
み
ら
れ
た
。
多
く
の
論
者
は
、
自
説
へ
の
批
判
に
学
び
非

マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
含
む
他
の
論
者
の
論
点
・
方
法
を
吸
収
し
つ

つ
自
説
を
発
展
的
に
修
正
し
て
い
く
、
学
問
的
に
誠
実
な
態
度
を

（
３
）

保
ち
続
け
た
。
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
的
・
原
理
的
論
争

に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
引
用
・
解
釈

に
よ
る
自
説
の
正
統
化
と
他
説
へ
の
論
難
、
「
神
だ
の
争
い
」
に

似
た
批
判
の
全
面
化
（
時
に
は
人
格
化
）
と
政
治
的
司
祭
の
判
決

に
よ
る
収
束
、
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
は
こ
の
論
争
に
は
な
じ
ま
ず
、

多
く
の
国
際
的
・
学
際
的
討
論
の
場
が
設
定
さ
れ
、
論
点
は
多
方

面
に
分
化
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
展
開
途
上
で
、
「
具
体
的
状

況
の
具
体
的
分
析
」
（
レ
ー
ニ
ン
）
な
い
し
「
現
実
的
具
体
」
（
Ｂ
・

ジ
ェ
ソ
ッ
プ
）
は
、
最
も
生
産
的
に
論
議
の
交
わ
し
う
る
場
で
あ
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り
、
論
争
深
化
の
ゆ
き
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
理
論
の
検
証
可
能
な

し
、
ヘ
ル
と
な
っ
た
。
資
本
主
義
国
家
の
現
状
分
析
し
§
ヘ
ル
で
は
、

方
法
・
原
理
の
論
争
で
は
後
景
に
退
い
て
い
た
各
論
者
の
国
家
像

が
直
接
に
提
示
さ
れ
、
当
該
論
者
が
い
か
な
る
世
界
史
的
段
階
に

お
け
る
い
か
な
る
地
域
に
い
か
な
る
国
家
形
態
を
見
出
し
、
そ
の

い
か
な
る
問
題
状
況
を
表
象
し
つ
つ
国
家
論
を
構
築
し
て
き
た
か
、

ま
た
そ
れ
を
い
か
に
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
、
顕
示
的

に
審
問
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
国
家
論
の
構
成
に
お
け
る
あ
る
種
の
主
体
的
・
客

体
的
バ
イ
ア
ス
が
問
題
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
形

態
・
機
能
・
装
置
と
い
っ
た
抽
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
論
じ
る
に
際

し
て
論
者
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
諸
相
が
、
当
該
論
者

の
生
ま
れ
育
っ
た
国
民
国
家
的
環
境
や
学
問
的
・
文
化
的
伝
統
の

作
用
を
受
け
、
ま
た
、
対
象
と
し
て
き
た
国
民
国
家
の
具
体
的
統

治
形
態
や
階
級
的
・
市
民
的
力
関
係
の
水
準
に
影
響
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
ば
か
り
か
、
不
可
避
で
さ
え
あ
る
。

例
え
ば
、
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
晩
年
の
著
『
国
家
、
権
力
、
社
会
主

義
』
（
一
九
七
八
年
）
に
お
け
る
「
権
威
主
義
的
国
家
主
義
」
の

規
定
が
「
ジ
ス
ヵ
ー
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
政
権
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
国
家

構
造
の
実
情
に
強
く
引
き
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
的
特
質

を
強
烈
に
反
映
し
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
田
口
富

（
４
）

久
治
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
Ｊ
・
ヒ
ル
シ
ュ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
資
本
主
義
を
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
段
階
と
規
定
し
、
そ
こ
で

の
国
家
形
態
を
「
福
祉
国
家
」
と
「
監
視
国
家
」
の
二
重
化
し
た

「
安
全
保
障
国
家
」
で
あ
る
と
理
論
化
す
る
と
き
、
「
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
や
日
本
よ
り
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
な
か
ん
ず
く
西
ド
イ
ツ
」

が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
の
大
連
合
政
権
参
加
以
降
七
○
年
代
に
西
ド
イ
ツ
で
進

（
５
）

行
し
た
「
社
会
の
国
家
化
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
の
「
国
家
Ⅱ
関
係
説
」
的
視
角
や
ヒ
ル
シ
ュ
の

「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
」
を
基
軸
に
し
た
「
階
級
闘
争
と
し
て

の
資
本
蓄
積
」
視
角
は
、
無
論
資
本
主
義
国
家
論
と
し
て
の
普
遍

性
を
も
つ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
論
理
構
成
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス

や
西
ド
イ
ツ
で
進
行
す
る
特
定
の
国
家
形
態
と
社
会
関
係
の
再
編

状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
Ｐ
．
、
ハ
ー
ン
バ
ウ
ム
ら
の
『
国
家
の
社
会
学
』
（
一
九
七
九

年
）
は
、
こ
う
し
た
国
民
国
家
的
種
差
性
を
「
国
家
と
は
何
か
」

と
い
う
本
質
問
題
に
ま
で
自
覚
的
に
及
ぼ
し
、
高
度
に
発
達
し
た

中
央
集
権
的
官
僚
制
を
も
つ
自
国
フ
ラ
ン
ス
を
「
典
型
国
家
」
と

み
な
し
た
う
え
で
、
議
会
中
心
の
市
民
社
会
の
自
己
統
治
（
「
政

8

f

4
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１
−

治
的
セ
ン
タ
ー
」
）
を
発
達
さ
せ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ

を
「
低
国
家
化
」
状
態
に
あ
る
と
し
、
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
に
近

い
が
官
僚
制
の
自
立
度
が
相
対
的
に
低
い
タ
イ
プ
、
イ
タ
リ
ア
は

「
セ
ン
タ
ー
な
き
国
家
」
、
ス
イ
ス
は
「
国
家
な
き
セ
ン
タ
ー
」
と

（
６
）
 
ガ
ヴ
ァ
メ
ソ
ト

ス
テ
イ
ト

規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
国
家
概
念
と
政
府
概
念
と
の
連
関
、
あ

る
い
は
権
力
分
立
の
問
題
と
し
て
、
旧
く
か
ら
扱
わ
れ
て
き
た
論

点
を
国
家
論
内
在
的
に
理
論
化
し
た
も
の
と
も
い
え
る
が
、
む
し

ろ
、
国
家
論
構
成
上
で
不
可
避
の
主
体
的
・
客
体
的
バ
イ
ア
ス
を

自
覚
的
に
理
論
に
組
み
込
み
、
フ
ラ
ン
ス
中
心
に
い
わ
ば
開
き
直

っ
た
も
の
、
と
い
え
よ
塾
フ
。

こ
う
し
た
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
ル
ネ

サ
ン
ス
」
を
理
論
的
・
方
法
的
に
総
括
す
る
試
み
に
お
い
て
も
、

総
括
者
の
抱
く
国
家
像
が
諸
視
角
・
諸
潮
流
類
型
化
の
際
の
特
定

の
基
準
設
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｇ
・
Ｌ
・
ク
ラ
ー
ク
ら
『
国
家
装
置
』
（
一
九
八
四
年
）
が
「
国

家
形
態
Ⅱ
社
会
構
成
体
内
で
の
特
定
の
国
家
の
構
造
」
「
国
家
機

能
Ⅱ
国
家
の
名
に
よ
る
諸
活
動
（
社
会
的
合
意
、
生
産
諸
条
件
確

保
、
社
会
的
統
合
）
」
「
国
家
装
置
Ⅱ
諸
機
能
の
執
行
メ
カ
’一
ズ
ム

（
合
意
装
置
、
生
産
装
置
、
統
合
装
置
、
お
よ
び
三
機
能
を
規
制
．

調
整
す
る
執
行
装
置
）
」
と
い
う
三
層
連
関
モ
デ
ル
を
諸
諭
の
総

括
か
ら
導
く
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら
の
依
拠
し
て
き
た
地
理
学
的

伝
統
と
「
政
治
的
空
間
」
「
ロ
ー
カ
ル
国
家
」
の
国
家
論
的
位
置

（
７
）

づ
け
が
主
た
る
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
Ｍ
・
カ
ー
ノ
ィ

『
国
家
と
政
治
学
』
（
一
九
八
四
年
）
の
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ
多
元

主
義
理
論
と
の
対
決
と
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
的
世
界
シ
ス
テ
ム

（
８
）

論
と
国
家
論
の
接
合
の
問
題
関
心
が
総
括
基
軸
と
な
る
。
筆
者
ら

が
翻
訳
紹
介
し
た
Ｂ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
『
資
本
主
義
国
家
』
（
一
九

八
二
年
）
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
も
ア
メ
リ
カ
社
会
の
表
象
も

ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
お
り
、
「
代
表
形
態
・
国
家
装
置
の
内
的

編
成
・
介
入
様
式
」
「
官
民
関
係
、
人
民
‐民
主
主
義
闘
争
」
「
ヘ

ゲ
モ
’一
−的
企
図
、
蓄
積
戦
略
」
「
社
会
民
主
主
義
的
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ズ
ム
、
強
力
な
国
家
」
等
の
諸
概
念
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
的
分
析
の
た
め
に
創
出
さ
れ
て
い
る

（
９
）

と
考
え
ら
れ
る
。
ゞ
｝
の
脈
絡
で
は
、
筆
者
自
身
に
よ
る
か
つ
て
の

整
理
も
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
的
あ
り
方
を
批
判
し
、

ソ
連
・
東
欧
型
理
論
モ
デ
ル
と
経
済
主
義
・
還
元
主
義
の
根
強
い

影
響
を
克
服
す
る
問
題
意
識
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

（
、
）

を
、
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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右
の
よ
う
な
問
題
を
念
頭
に
お
く
と
、
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義

の
立
場
か
ら
す
る
日
本
国
家
研
究
は
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
検
討

材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ロ
シ
ァ
ー
ソ
ヴ
ェ
ト
型

理
論
と
訣
別
し
て
マ
ル
ク
ス
に
回
帰
し
Ｇ
・
ル
カ
ー
チ
や
Ａ
・
グ

ラ
ム
シ
を
再
生
さ
せ
た
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
西
欧
的
伝
統
か

ら
す
れ
ば
ロ
シ
ア
と
同
様
に
異
端
で
周
辺
的
な
日
本
の
国
家
を
対

象
と
し
た
場
合
、
そ
の
具
体
的
分
析
に
ど
の
よ
う
な
主
体
的
・
客

体
的
毒
ハ
イ
ァ
ス
を
孕
む
こ
と
に
な
る
か
が
、
そ
こ
で
は
審
問
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
く
ぐ
っ
た
う
え
で
の

日
本
研
究
は
、
わ
が
国
で
も
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
欧
米

で
の
研
究
は
い
っ
そ
う
限
定
さ
れ
る
。
相
対
的
に
層
の
厚
い
歴
史

的
研
究
の
分
野
で
は
、
Ｂ
・
ム
ー
ァ
『
独
裁
と
民
主
主
義
の
社
会

的
起
源
ｌ
‐近
代
世
界
形
成
に
お
け
る
地
主
と
農
民
』
（
一
九
六

六
年
）
の
系
譜
に
属
す
る
二
人
の
女
流
政
治
社
会
学
者
の
労
作
、

Ｅ
・
Ｋ
・
ト
リ
ム
バ
ー
ガ
ー
『
上
か
ら
の
革
命
ｌ
日
本
、
ト
ル

コ
、
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
ー
に
お
け
る
軍
部
官
僚
と
発
展
』
（
一
九

（
哩
）

七
八
年
）
、
Ｔ
・
ス
コ
ク
ポ
ル
『
国
家
と
社
会
革
命
１
フ
ラ
ン

（
遇
）

ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
の
比
較
分
析
』
（
一
九
七
九
年
）
が
、
ウ
ォ

ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
援
用
し
、
ム
ー
ァ
に
お

い
て
稀
薄
で
あ
っ
た
国
家
官
僚
制
の
独
自
の
役
割
を
強
調
し
て

「
上
か
ら
の
革
命
Ⅱ
明
治
維
新
」
分
析
に
紙
数
を
割
い
て
い
る
。

な
か
ん
ず
く
ト
ル
コ
と
日
本
を
比
較
し
た
ト
リ
ム
バ
ー
ガ
ー
は
、

日
本
の
工
業
化
を
「
ア
ジ
ア
の
例
外
」
と
み
る
通
説
に
反
対
し
、

む
し
ろ
今
日
の
第
三
世
界
と
共
通
す
る
①
外
国
市
場
向
け
工
業
化
、

②
先
発
資
本
主
義
国
へ
の
技
術
的
従
属
、
③
特
定
の
狭
い
セ
ク
タ

ー
の
み
の
工
業
化
、
④
労
働
者
・
農
民
の
過
酷
な
搾
取
、
⑤
軍
事

サ
ブ

的
必
要
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
工
業
化
と
領
域
へ
の
亜
帝
国
主
義
的

統
制
、
と
い
っ
た
特
徴
で
、
世
界
シ
ス
テ
ム
内
で
の
「
従
属
的
発

展
」
で
あ
っ
た
こ
と
（
た
だ
し
、
⑥
外
資
依
存
に
つ
い
て
は
、
特

に
第
一
次
大
戦
後
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
殊
性
と
さ
れ

（
叫
）

る
）
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
ら
の
日
本
論
は
あ
く
ま

で
「
比
較
」
の
た
め
の
類
型
化
に
必
要
な
範
囲
内
で
の
言
及
で
、

用
い
ら
れ
る
史
資
料
も
英
語
二
次
文
献
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

点
で
は
イ
ギ
リ
ス
・
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
代
表
者
Ｐ
・
ア
ン
ダ
ー

（
媚
）

ソ
ン
『
絶
対
主
義
国
家
の
系
譜
』
（
一
九
七
四
年
）
で
の
徳
川
封

建
制
分
析
も
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
の
流

れ
を
汲
む
ア
メ
リ
カ
日
本
研
究
の
新
世
代
、
Ｊ
・
ｗ
・
ダ
ワ
ー

ニ
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
日
本
国
家
像

ｆ

色

』I

巳

凸

” 8
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■

卑

畢

（
妬
）

「
帝
国
と
余
波
』
（
一
九
七
九
年
）
な
ど
の
研
究
の
方
が
、
マ
ル
ク

ス
主
義
に
近
い
日
本
研
究
と
し
て
は
先
端
的
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

で
は
逆
に
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
へ
の
関
心
は
稀
薄
で
、
日

本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旧
講
座
派
的
伝
統
と
の
継
承
性
が
強
い
。

イ
ギ
リ
ス
・
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
日
本
問
題
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
、

（
Ⅳ
）

Ｊ
・
ハ
リ
デ
ィ
の
『
日
本
資
本
主
義
の
政
治
史
』
（
一
九
七
五
年
）

は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
視
角
か
ら
の
日
本
の
発
展
に
関
す
る
最

初
の
重
要
な
英
語
で
の
研
究
」
と
ト
リ
ム
バ
ー
ガ
ー
に
評
さ
れ
た

よ
う
に
、
明
治
以
降
の
日
本
政
治
史
の
大
部
の
本
格
的
研
究
で
あ

る
。
日
本
資
本
主
義
発
展
に
お
け
る
国
際
環
境
と
国
内
階
級
状
況

の
統
一
的
把
握
、
戦
間
期
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
規
定
の
拒
否
、

戦
後
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
後
へ
の
対
米
「
従
属
的
独
立
」
規

定
と
対
ア
ジ
ア
「
帝
国
主
義
」
規
定
の
併
用
、
な
ど
わ
が
国
マ
ル

ク
ス
主
義
史
学
・
経
済
学
の
伝
統
と
対
話
可
能
な
論
点
が
多
く
、

プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
「
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
」
概
念
の
援
用
も
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
用
い
ら
れ
た
史
資
料
は
や
は
り
ほ
と
ん
ど
英
文
の
も
の

で
、
Ｅ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
、
Ｒ
・
ホ
ー
ル
ら
ア
メ
リ
カ
の
「
近
代

化
論
」
的
日
本
研
究
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
読
み
か
え
・
再
構
成
と

は
い
い
う
る
が
、
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
段
階
の
自
覚
的
成
果

と
は
な
り
え
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
以
下
で
詳
述
す
る
Ｒ
・
ス
テ
ィ
１
ヴ

ン
『
今
日
の
日
本
に
お
け
る
諸
階
級
』
（
一
九
八
三
年
）
こ
そ
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
新
展
開
を
く
ぐ
っ
た
う
え
で
の
初
め
て

（
蝿
）

の
本
格
的
な
日
本
研
究
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
デ

ィ
の
歴
史
分
析
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
七
三
年
石
油
シ
ョ
ッ
ク

後
の
日
本
を
ポ
ス
ト
・
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
的
手
法
を
意
識
的
に
用

い
て
分
析
し
た
、
す
ぐ
れ
て
国
家
論
的
な
著
作
で
あ
る
。
著
者
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
一
九
四
四
年
南
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
、
イ
ギ
リ
ス
、

カ
ナ
ダ
で
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
Ⅲ
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
の
影
響
を
受
け
、

一
九
七
六
’七
七
年
に
日
本
に
留
学
し
て
資
料
収
集
や
調
査
を
行

な
い
、
現
在
は
一
一
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
学
で
政

治
学
を
教
え
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
を
多

少
と
も
学
ん
だ
人
な
ら
容
易
に
気
が
つ
く
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
の
書
物
の
表
題
自
体
、
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
の
『
今
日
の
資
本
主

（
⑲
）

義
に
お
け
る
諸
階
級
』
（
一
九
七
四
年
）
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
、

日
本
の
官
庁
統
計
・
新
聞
・
雑
誌
を
多
用
し
、
自
ら
日
本
で
行
な

っ
た
調
査
も
と
り
い
れ
て
い
る
。
わ
が
国
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級

構
成
分
析
の
先
駆
者
で
あ
る
故
大
橋
隆
憲
教
授
の
も
と
で
学
び
な

が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
大
橋
方
式
」
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
異

色
の
現
代
日
本
像
を
提
示
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
点
が
わ
れ
わ
れ

(23） 現代日本国家論の方法
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表1 大橋方式による階級構成表（1980年）

実 数 （ 千 人 ） 描成比率（％）

100

4．7

0，2

4．3

0．3

1．4

27．3

25．9

9．8

6．7，

6．7
〃17．5

2．7

1．4‘

11．0

16．3

66．6

23．3

7．4

15，8

28，5

0．7

27．8

12．4

8，1

4．3

2．5

(出所） 戸木田嘉久『現代資本主義と労働者階級』岩波書店，1982年，176ページ。原表は，友寄英隆氏作
成。1980年の数字は，「国勢調査1％抽出速報集計結果」による。

(注）（1）「国勢調査」の「職業，従業上の地位別・就業者数」を大橘隆憲氏の方法で組みかえたもの。
（2） 同様の表は，岩井浩氏の方法により1980年速報から試算した布施鉄治他『日本社会の社会学的
分析』アカデミア出版会，1982年，33ページや，『講座今日の日本資本主義』第7巻，大月稗店，
1982年，61ページの伊藤陽一氏作成表などがあり，若干の異同があるが，比較の便宜のため，戸
木田氏のものをここに掲げた。

710

労 働 力人口

A・資本家階級<(1)～(3)>
( 1 )個人企業主

(2)会社役員と管理職員
(3)管理的公務員

B、(4)軍人・警官・保安サービス員
C.自営業者届<(5)～(6)>
(5)自営業者と家族従業者

①農林漁業従事者
②鉱工業運輸通信従事者
③販売従事者
④サービス職業従事者

(6)専門的技術的職業従事者
(5 ) ( 6 )にふくまれる家族従業者

家 族 従 業 者 を の ぞ い た 数

D.労働者階級<(7)～(10>
(7)いわゆるサラリーマン層（①十②）

①専門的技術的職業従事者
②事務従事者

(8)生産的労働者層（③＋④）
③農林漁業従事者
④鉱工業運輸通信従事者

(9)不生産的労働者層（⑤十⑥）
⑤販売従事者
⑥サービス職業従事者

（10)完全失業者

’

4

世

６
１
３
９
９
０
５
１
２
４
６
０
４
９
６
８
５
０
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７
４
２
６
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７
０
０
４
４
７
７
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３
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８
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６
０
６
５
９
５
１

０
７
１
４
１
７
５
７
５
８
８
５
７
２
２
０
２
２
０
２
４
８
０
５
４
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Ｊ
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，
７
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，
１

，
Ｊ
３
，
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７
Ｊ

Ｊ
Ｊ
Ｊ
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７
２
２
５
４
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３
３
１
６
９
８
３
４
９
６
５
７
４
２
１

５
 
１
１
 
３
１
１
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（25） 現代日本国家諭の方法

表2R. ステイーヴンの階級構成表(1979年）

15歳以上総人口

経済的活動人口
プ ﾙ ジ ｮ ｱ ジ ｰ

小 ブル ジョ ア ジ ー

農 民

中間 階級
労働者階級
総 計

（ 調 整 ）

経済的非活動人口
ブルジョアジー（所有者）
中間階級（学生）
（ 農 民 ）
労働者階級（潜在的,停滞的）
家事担当（主婦等）
その他（老人，身障者等）

｜ 総 計 男 性 女 性
実数(千人）％実数(千人）％｜実数(千人）％
88,297 - 4 2 , 8 2 5 - , 4 5 , 4 7 2
1 1

54,736    100    34,017    100    20,720    100
7,812    14,3  7,389    21.7    423      2.1
9,45617．34’82714．14,62922．5
5，213 9．52)552 7．52，66112．9
3,7896．9 2，527 7．411，262 6．1
28,435    51,2  16,834    49.3  11,601    56.4
54,705    100    34,129    100    20)576    100
（ 十 3 2 ） （ - 1 1 2 ） （ ＋ 1 4 4 ）

3 3 , 5 5 9 1 0 0 8 , 8 0 8 1 0 0 2 4， 7 5 1 1 0 0
1 , 1 9 3 3 ． 6 1 ， 1 3 3 1 2 ． 9 6 0 0 ． 2
7 , 3 1 9 2 1 ． 8 3 , 9 9 4 4 5 ． 3 3 , 3 2 5 1 3 ． 4
(2,878)        (940)      (1,938)
10,353    30.9  1,829    20．8  8,524    34.4

1  9,597    28.6    119      1.4  9,478    38.3
5,09715．2  1,733      19.7 ,  3,364    13．6

(出所)  R. Steven, CJasses " Co71tempoγaryJ”α泥,1983,p､319.
(注）（1） 原表を，比較の便宜のため，「総計」覧を「男性」「女性」覚の前にくゑかえた。

（2） 原表の依拠した統計は，『就業構造基本調査』1979年，である。
（3）「経済的活動人口」中の（調整）とは，カテゴリー化の困難による総計実数差である。
（4）「経済的非活動人口」中の（農民）は，「中聞階級（学生)」と「家事担当（主婦等)」に重複して
含まれていると考えられるため，比率を出さなかった旨，注記されている。
（5）「家事担当」「その他」には，原書注にもとづき具体例を（）内に示した。
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7ZZ

1，

の
興
味
を
ひ
く
点
で
あ
る
。

三
 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
日
本

の
階
級
構
成
表

問
題
を
ク
リ
ア
ー
に
す
る
た
め
に
、
上

掲
表
１
と
表
２
を
比
較
対
照
し
て
み
よ
う
。

表
１
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
橋
方
式
」
に
よ

り
、
一
九
八
○
年
『
国
勢
調
査
報
告
』
を（

犯
）

組
み
か
え
た
日
本
の
階
級
構
成
表
で
あ
り
、

表
２
は
、
一
九
七
九
年
『
就
業
構
造
基
本

調
査
』
を
も
と
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
自
ら

の
理
論
枠
組
に
も
と
づ
き
作
成
し
た
階
級

（
証
）

構
成
表
で
あ
る
。
直
ち
に
気
が
つ
く
こ
と

は
、
第
一
に
、
大
橋
方
式
に
は
み
ら
れ
な

い
「
経
済
的
活
動
人
口
・
非
活
動
人
口
」

の
大
区
分
、
お
よ
び
、
男
性
・
女
性
の
性

別
階
級
構
成
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
お
い
て

重
要
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
経

済
的
活
動
人
口
・
総
計
」
五
四
七
三
万
六



千
人
が
大
橋
方
式
の
「
労
働
力
人
口
」
五
七
○
七
万
六
千
人
に
お

（
蝿
）

お
む
ね
相
当
す
る
と
み
て
よ
い
が
、
そ
の
階
級
構
成
区
分
が
大
橋

方
式
で
は
「
Ａ
資
本
家
階
級
」
「
Ｂ
軍
人
・
警
官
・
保
安
サ

ー
ビ
ス
員
」
「
Ｃ
自
営
業
者
層
」
「
，
労
働
者
階
級
」
と
な
る

の
に
対
し
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
お
い
て
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」

「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
農
民
」
「
中
間
階
級
」
「
労
働
者
階
級
」

と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
そ
の
階
級
構
成
比
率
に
立
ち
入
る
と
、

大
橋
方
式
の
「
資
本
家
階
級
」
二
七
○
万
一
千
人
・
構
成
比
四
・

七
％
に
対
し
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
は
七
八
一

万
二
千
人
一
四
・
三
％
（
し
か
も
「
男
性
活
動
人
口
」
で
は
二

一
・
七
％
）
と
三
倍
化
し
、
逆
に
「
労
働
者
階
級
」
は
、
大
橋
方

式
の
三
八
○
○
万
八
千
人
六
六
・
六
％
に
対
し
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で

は
「
経
済
的
活
動
人
口
」
中
で
二
八
四
三
万
五
千
人
五
一
・
二
％

と
よ
う
や
く
過
半
数
に
達
す
る
程
度
と
な
る
。
こ
こ
に
は
、
「
階

級
」
概
念
に
つ
い
て
の
深
刻
な
旭
裂
が
あ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
以
下
、
大
橋
方
式
と
対
比
し
つ
つ
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

の
所
論
を
紹
介
・
検
討
し
て
、
い
こ
う
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
『
今
日
の
日
本
に
お
け
る
諸
階
級
』
は
、
方
法

的
「
序
論
」
「
第
一
章
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
第
二
章
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
第
三
章
農
民
」
「
第
四
章
中
間
階
級
」
「
第

五
章
 
労
働
者
階
級
」
「
第
六
章
危
機
と
国
家
ｌ
蓄
積
諸
機

能
」
「
第
七
章
 
危
機
と
国
家
ｌ
社
会
統
制
諸
機
能
」
「
第
八
章

結
論
」
と
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
五
章
が
、
彼
の
階
級
構
成
表
の

諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
階
級
論
で
あ
り
、
後
三
章
が
、
国
家

の
蓄
積
機
能
・
社
会
統
制
機
能
（
こ
れ
は
へ
Ｊ
・
オ
コ
ン
ナ
ー
、

Ａ
・
ウ
ル
フ
ら
の
蓄
積
機
能
・
正
統
化
機
能
と
ほ
ぼ
同
義
で
、
筆

（
鋼
）

者
も
採
用
し
て
い
る
視
角
で
あ
る
）
を
扱
う
国
家
論
で
、
婦
人
解

放
と
階
級
的
解
放
を
論
じ
る
社
会
主
義
革
命
論
を
含
む
も
の
で
あ

る
。
気
宇
壮
大
な
こ
の
書
物
の
基
本
的
方
法
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
・
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
に
学
び
つ
つ
も
、
マ
ル
ク
ス
「
土
台
Ｉ
上

（
群
）
 
（
露
）

部
構
造
」
モ
デ
ル
を
Ｍ
・
ゴ
ド
リ
エ
、
Ｄ
・
セ
イ
ャ
ー
に
従
い

「
本
質
Ｉ
形
態
」
の
論
理
と
ほ
ぼ
同
義
に
読
み
か
え
た
も
の
で
、

「
経
済
」
に
留
ま
ら
ぬ
「
下
部
構
造
」
が
「
上
部
構
造
」
の
諸
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
重
層
的
に
「
限
界
設
定
」
し
て
い
く
と
い
う
独
特
の

マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
で
あ
る
。
実
は
、
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
の
「
接
合
の

方
法
」
も
、
同
じ
く
セ
イ
ャ
ー
ら
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ス
ト
・
ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
派
若
手
哲
学
研
究
者
た
ち
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
よ
り
セ
イ
ャ
ー
に
密
着
し
、
「
見
え

る
日
常
生
活
の
諸
形
態
」
の
な
か
に
「
見
え
ざ
る
下
部
構
造
ｌ
上

部
構
造
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
次
女
と
重
層
的
に
発
見
し
て
い
く
「
抽

凸
■
■

。

●
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己

象
の
方
法
」
を
重
視
す
る
。
そ
の
さ
い
、
資
本
主
義
社
会
で
は

「
資
本
ｌ
賃
労
働
」
矛
盾
が
「
優
勢
力
」
「
基
本
矛
盾
」
で
あ
り
、

諸
他
の
メ
カ
’一
ズ
ム
は
こ
れ
に
よ
り
「
限
界
設
定
」
さ
れ
る
こ
と

が
当
然
な
が
ら
前
提
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
階
級
分
析
に
お
い
て
は
、

諸
個
人
の
具
体
的
行
為
が
生
産
様
式
に
「
限
界
設
定
」
さ
れ
た

「
階
級
と
い
う
隠
さ
れ
た
下
部
構
造
の
可
視
的
諸
形
態
」
で
あ
る

と
把
握
さ
れ
、
そ
こ
で
は
交
換
・
消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
女
性
抑

圧
の
「
家
父
長
制
的
再
生
産
様
式
」
の
メ
カ
’一
ズ
ム
も
媒
介
的
に

作
用
し
て
「
複
合
的
現
実
Ⅱ
可
視
的
経
験
世
界
」
を
構
成
す
る
。

「
階
級
」
概
念
そ
の
も
の
は
、
生
産
手
段
所
有
と
剰
余
価
値
領
有

の
構
造
に
「
限
界
設
定
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日
本
社
会

マ
ニ
フ
エ
ス
テ
ー
シ
ヨ
ソ

に
お
け
る
副
次
的
諸
メ
カ
’一
ズ
ム
の
媒
介
を
経
て
の
「
表
現
」

が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
分
析
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
階
級
論

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
株
式

所
有
と
と
も
に
資
本
機
能
の
遂
行
を
重
視
す
る
。
七
八
一
万
人
の

資
本
家
と
は
、
側
三
三
八
万
人
の
法
人
企
業
役
員
（
但
し
従
業
員

五
名
以
下
経
営
を
除
く
）
、
②
三
八
三
万
人
の
資
本
機
能
遂
行
者

（
資
本
金
一
千
万
円
以
上
法
人
企
業
お
よ
び
公
共
企
業
・
官
庁
の

部
長
・
課
長
・
係
長
を
す
等
へ
て
役
職
者
と
し
て
算
入
、
資
本
金
二

百
万
’五
百
万
の
法
人
企
業
に
つ
い
て
従
業
員
の
五
％
、
五
百
万

’一
千
万
企
業
に
つ
い
て
同
一
○
％
、
従
業
員
一
○
名
以
上
非
法

人
企
業
に
つ
い
て
同
二
○
％
を
こ
れ
に
加
算
）
、
③
従
業
員
五
名

以
上
の
非
法
人
企
業
所
有
者
六
○
万
人
、
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

大
橋
方
式
に
よ
る
①
個
人
企
業
主
一
○
万
、
②
会
社
役
員
と
管
理

職
員
二
四
五
万
、
③
管
理
的
公
務
員
一
五
万
の
総
計
二
七
○
万
人

と
の
比
較
で
は
、
大
橋
氏
ら
が
大
企
業
に
限
っ
て
「
労
働
者
上
層

（
妬
）

（
『
労
働
貴
族
』
に
な
り
う
る
層
）
」
に
範
曙
化
す
る
部
課
長
・
係

長
ク
ラ
ス
が
す
べ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
算
入
さ
れ
る
（
例

え
ば
公
務
員
で
は
五
三
万
人
と
見
積
も
ら
れ
る
）
点
が
大
き
な
ち

が
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
は
、
技
術
水
準
格

差
に
よ
る
「
種
差
的
独
占
利
潤
」
と
電
力
・
鉱
業
に
典
型
的
な
他

資
本
参
入
の
困
難
に
よ
る
「
絶
体
的
独
占
利
潤
」
を
基
礎
に
、
労

働
集
約
性
や
下
請
け
・
系
列
化
に
も
媒
介
さ
れ
て
次
の
四
分
派
に

分
か
れ
る
。
①
資
本
金
一
億
円
以
上
企
業
役
員
・
役
職
者
と
公
共

部
門
役
職
者
計
一
四
二
万
人
か
ら
成
る
「
独
占
資
本
」
分
派
、
②

資
本
金
五
千
万
’一
億
円
企
業
役
員
・
役
職
者
の
「
中
資
本
」
分

派
三
一
万
人
、
③
資
本
金
二
百
万
’五
千
万
法
人
企
業
役
員
・
役

職
者
と
非
法
人
企
業
所
有
者
・
役
職
者
か
ら
成
る
「
小
資
本
」
分
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派
四
九
九
万
人
、
④
資
本
金
二
百
万
円
以
下
法
人
企
業
役
員
と
非

法
人
企
業
所
有
者
か
ら
成
る
「
零
細
資
本
」
分
派
一
○
九
万
人
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
支
配
的
分
派
は
①
「
独
占
資
本
」
分
派
で
、

経
団
連
等
財
界
団
体
を
通
し
て
そ
の
政
治
的
表
現
を
得
る
。
「
中

資
本
」
分
派
は
「
独
占
」
分
派
の
下
請
け
に
あ
り
な
が
ら
「
小
資

本
」
分
派
を
系
列
化
す
る
不
安
定
な
存
在
で
、
独
自
の
政
治
的
表

現
を
も
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
小
資
本
」
分
派
は
、
「
労
働

者
階
級
」
の
中
核
部
分
を
雇
用
し
（
後
述
）
、
「
大
部
分
の
労
働
者

が
資
本
の
力
を
経
験
す
る
可
視
的
形
態
」
で
あ
り
、
「
独
占
資
本
」

分
派
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
賃
金
・
労
働
条
件
の
統
制
力
を
も

た
な
い
た
め
「
独
占
」
分
派
以
上
に
労
働
者
と
労
働
組
合
に
対
し

て
は
抑
圧
的
・
家
父
長
制
的
に
な
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
最
も

反
動
的
な
分
派
」
と
規
定
さ
れ
る
。
「
零
細
資
本
」
分
派
は
、
次

の
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
階
級
と
の
中
間
に
属
し
、
独
占
的
搾
取
の

犠
牲
と
な
り
多
少
と
も
自
ら
生
産
的
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
が
ゆ
え

に
、
「
労
働
者
階
級
の
可
能
的
同
盟
者
」
と
み
な
さ
れ
「
民
商
」

（
Ⅱ
民
主
商
工
会
）
な
ど
を
通
じ
日
本
共
産
党
の
影
響
下
に
も
入

り
う
る
。
但
し
共
産
党
が
「
民
主
主
義
革
命
」
を
唱
え
「
中
資
本
」

「
小
資
本
」
分
派
を
も
「
反
独
占
同
盟
」
に
加
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
剰
余
価
値
搾
取
の
基
本
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
隠
弊
し
社
会
主

義
運
動
を
著
し
く
傷
つ
け
る
「
誤
解
を
ま
ね
く
戦
略
」
だ
、
と
ス

（
”
）

テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
コ
メ
ン
ト
す
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と
は
、
従
業
員
四

名
以
下
の
非
法
人
企
業
の
所
有
者
で
、
「
農
民
」
は
除
か
れ
、
卸

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
、
労
働
集
約
的
な
繊
維
・
金
属
産
業
な
ど

で
自
己
労
働
な
い
し
家
族
労
働
に
依
拠
す
る
小
営
業
者
九
四
六
万

人
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
橋
方
式
に
よ
る
「
Ｃ
自
営
業
者
」
の
う

ち
⑤
の
②
③
④
す
な
わ
ち
「
鉱
工
業
運
輸
通
信
」
「
販
売
」
「
サ
ー

ビ
ス
職
業
」
従
事
者
、
お
よ
び
⑥
の
「
専
門
的
技
術
的
職
業
従
事

者
」
と
考
え
ら
れ
る
（
大
橋
方
式
の
比
率
一
七
・
五
％
と
ス
テ
ィ

ー
ヴ
ン
の
一
七
・
三
％
の
部
分
）
。
こ
の
層
は
、
中
小
零
細
企
業

労
働
者
と
の
流
入
・
流
出
関
係
が
深
く
、
家
族
を
含
む
長
時
間
労

働
と
経
営
の
不
安
定
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
階
級

的
地
位
は
労
働
者
階
級
に
も
近
い
が
、
政
治
的
に
は
「
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
保
守
主
義
」
を
も
ち
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
大
衆
的
支
持
の

主
要
な
源
泉
の
一
つ
」
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
の
後
ろ
盾
で
商
工

会
議
所
、
商
工
・
事
業
組
合
な
ど
に
中
小
零
細
資
本
と
と
も
に
組

織
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
政
治
的
表
現
で
あ
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
は
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
独
自
の
政
治
的
組
織
化
と
労
働

者
階
級
と
の
「
反
資
本
主
義
同
盟
」
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
し
た

｡
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寺
も
も
一

が
っ
て
日
本
共
産
党
の
中
小
企
業
を
含
む
「
反
独
占
同
盟
」
論
に

つ
い
て
は
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
最
も

反
動
的
な
分
派
と
の
統
合
」
に
追
い
や
る
も
の
で
あ
る
と
、
批
判

的
で
あ
る
。

「
農
民
」
五
二
一
万
人
は
、
大
橋
方
式
で
は
「
自
営
業
者
」
中

に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と
一
括

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
比
し
て
、
①
土
地
・
家
屋
の
所
有
率
が
高
く
、

②
所
有
財
産
の
貨
幣
価
値
も
高
く
、
③
土
地
売
買
を
嫌
う
、
と
い

う
特
質
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
。
歴
史
的
に
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

化
」
が
す
す
み
、
一
部
で
農
業
資
本
主
義
化
も
生
じ
て
い
る
が
小

規
模
経
営
を
特
徴
と
す
る
日
本
で
は
と
る
に
足
ら
な
い
。
し
か
し
、

急
速
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
と
全
階
級
中
の
最
低
所
得
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
農
民
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
強
固
な
「
同
盟
勢
力
」

に
留
ま
っ
て
い
る
。
「
農
村
保
守
主
義
」
は
自
民
党
支
配
の
社
会

的
基
盤
を
成
し
、
「
家
族
制
度
」
（
「
イ
ェ
」
）
を
通
じ
て
男
性
の
女

性
支
配
と
労
働
者
の
企
業
内
忠
誠
を
日
本
社
会
全
体
に
広
め
る
源

泉
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
全
農
家
世
帯
を
組
織
す
る
農
協
は
、
農

村
に
お
け
る
経
済
的
・
政
治
的
ボ
ス
支
配
の
中
核
と
し
て
農
民
を

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
も
、
資
本
の
支
配

と
直
接
的
に
対
時
し
た
経
験
を
も
つ
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と

は
異
な
り
、
「
農
民
」
は
そ
う
し
た
経
験
を
も
た
ず
家
族
成
員
の

労
働
者
化
と
消
費
領
域
で
の
共
通
利
益
で
労
働
者
階
級
と
結
び
つ

く
に
す
ぎ
な
い
、
と
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
中
間
階
級
」
三
七
九
万
人
と
は
、
労
働
力

再
生
産
・
生
産
手
段
管
理
に
た
ず
さ
わ
る
「
技
術
的
専
門
的
熟

練
」
保
持
者
で
、
日
本
で
は
「
学
歴
」
が
そ
の
再
生
産
で
主
要
な

役
割
を
演
じ
る
。
そ
の
生
産
過
程
に
占
め
る
位
置
か
ら
資
本
家
と

労
働
者
の
両
義
的
機
能
を
果
た
す
こ
の
階
級
に
は
、
労
働
力
再
生

産
に
関
わ
る
被
雇
用
医
師
・
看
護
婦
（
病
院
経
営
者
等
は
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
入
る
）
、
幼
稚
園
か
ら

大
学
に
い
た
る
教
員
、
生
産
手
段
の
技
術
的
管
理
に
従
事
す
る

「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
」
、
そ
れ
に
経
営
内
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」

で
あ
る
部
課
長
・
係
長
の
下
で
労
働
者
管
理
に
あ
た
る
「
主
任
」

層
、
さ
ら
に
は
「
軍
人
・
警
官
」
が
含
ま
れ
る
。
大
橋
方
式
に
お

け
る
「
Ｃ
自
営
業
者
」
中
の
「
⑥
専
門
的
技
術
的
職
業
従
事

者
」
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
は
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
算
入
さ

れ
た
か
ら
、
大
橋
方
式
の
「
，
労
働
者
階
級
」
「
、
い
わ
ゆ
る

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
眉
」
中
の
「
①
専
門
的
技
術
的
職
業
従
事
者
」
四

二
五
万
人
が
こ
れ
に
近
い
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
教
師
」
百
万

(29） 現代日本国家論の方法
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人
、
「
医
療
健
康
サ
ー
ビ
ス
被
雇
用
者
」
七
○
万
人
、
「
主
任
」
一

五
○
万
人
と
い
っ
た
層
の
「
中
間
階
級
」
算
入
は
、
資
本
主
義
的

生
産
の
機
能
的
遂
行
に
果
た
す
役
割
に
あ
く
ま
で
執
着
す
る
彼
独

特
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
橋
方
式
で
「
Ｂ
軍

人
・
警
官
・
保
安
サ
ー
ビ
ス
員
」
と
特
別
に
大
区
分
さ
れ
る
「
軍

人
・
警
官
」
四
九
万
人
の
「
中
間
階
級
」
算
入
が
、
わ
が
国
マ
ル

ク
ス
主
義
の
伝
統
か
ら
は
奇
異
に
映
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ

れ
ば
、
彼
ら
は
平
均
的
労
働
者
と
同
様
の
低
賃
金
に
あ
り
、
彼
ら

の
大
部
分
は
日
常
的
に
他
の
公
務
員
と
同
じ
有
用
的
公
共
サ
ー
ビ

ス
に
従
事
し
、
無
論
支
配
階
級
の
命
令
で
労
働
者
階
級
抑
圧
や
新

植
民
地
防
衛
に
も
あ
た
る
が
そ
の
忠
誠
心
は
疑
わ
し
い
も
の
で
、

ロ
シ
ア
革
命
の
よ
う
な
危
機
に
お
い
て
は
他
の
「
中
間
階
級
」
同

様
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
両
極
に
分
解
す
る

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
理
由
で
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
点
は
、

「
軍
隊
民
主
化
」
や
「
警
察
官
ス
ト
ラ
イ
キ
」
を
論
じ
て
き
た
西

（
調
）

欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
バ
イ
ア
ス
の
極
端
な
あ
ら
わ
れ
と
い
っ
て
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
階
級
は
、
教
師
た
ち
の
日
教
組
と
医
師

た
ち
の
日
本
医
師
会
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
政
治
的
に
は
労
働
者

階
級
と
も
支
配
階
級
と
も
同
盟
し
う
る
。
ま
た
、
階
級
エ
イ
ジ
ェ

ン
ト
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
生
産
に
お
い
て
基
軸
的
位
置
を
占
め

る
。
そ
し
て
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
危
機
局
面
で
は
、
「
管
理
職

過
多
現
象
」
、
生
活
水
準
悪
化
、
学
歴
社
会
の
ゆ
が
み
と
し
て
の

少
年
非
行
や
自
殺
増
大
等
、
分
解
の
き
ざ
し
と
労
働
者
階
級
と
の

同
盟
の
条
件
が
で
き
て
き
て
い
る
、
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
診
断
す

る
。

五
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
日
本
労
働
者
像

日
本
の
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
「
経
済

的
活
動
人
口
」
中
の
二
八
四
四
万
人
に
「
非
活
動
人
口
」
か
ら
一

○
三
五
万
人
を
加
え
、
計
三
八
七
九
万
人
を
表
３
の
よ
う
に
総
括

し
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
こ
こ
で
、
資
本
蓄
積
の
不
均
等
発

展
の
作
用
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
三
つ
の
分
派
を
設
定
し
て
い
る
。

大
橋
氏
も
労
働
者
階
級
を
「
上
層
（
管
理
労
働
者
層
）
」
「
中
層
」（

”）

「
下
層
（
不
安
定
・
低
賃
金
層
）
」
と
三
層
区
分
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
大
橋
方
式
で
の
「
上
層
」
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
は
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
」
「
中
間
階
級
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、
ス
テ
ィ

ー
ヴ
ン
の
三
分
派
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
の
第
一
は
、
資
本
の

集
積
・
集
中
に
伴
う
独
占
の
発
展
が
生
み
だ
す
集
合
労
働
者
で
、

資
本
が
そ
の
忠
誠
を
得
る
た
め
に
相
対
的
に
高
い
生
活
水
準
を
保

障
す
る
「
労
働
貴
族
」
分
派
で
あ
る
。
第
二
は
、
産
業
部
門
内
の

ず

ら

．

巳
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１

−

独
占
ｌ
非
独
占
競
争
の
作
用
を
受
け
相
対
的
低
賃
金
・
悪
条
件
で

非
独
占
部
門
に
集
積
さ
れ
る
「
労
働
者
大
衆
」
分
派
で
あ
る
。
第

三
は
、
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
と
周
期
的
景
気
循
環
の
作
用
に
よ

り
労
働
力
市
場
に
出
入
り
す
る
「
予
備
軍
」
分
派
で
、
こ
れ
は
さ

ら
に
、
臨
時
・
パ
ー
ト
・
日
雇
等
の
「
浮
遊
的
予
備
軍
」
、
失
業

状
態
に
あ
る
「
潜
在
的
予
備
軍
」
、
さ
ら
に
最
下
層
に
沈
澱
す
る

「
停
滞
的
予
備
軍
」
に
分
か
れ
る
。
表
３
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
独
占
部
門
」
（
従
業
員
一
千
人
以
上

企
業
お
よ
び
官
公
庁
で
、
「
独
占
資
本
」
分
派
設
定
の
際
の
資
本

金
一
億
円
以
上
企
業
と
ほ
ぼ
重
複
す
る
と
い
う
）
に
は
「
労
働
者

大
衆
」
が
存
在
せ
ず
、
「
非
独
占
部
門
」
に
は
「
労
働
貴
族
」
不

在
、
と
い
う
明
快
な
説
明
を
行
な
う
。
無
論
、
「
独
占
部
門
」
被

州
塑
閃
．
汎
叩
き
−
唖
〉
、
Ｓ
昨
欝
測
罰
酷
・
味
窪
蝿
琿
簿
Ｓ
叶
渦
牛
蔚
望
・
蒔
望
露
篭
讓
忌
誘
煎
州
（
ら
忌
撒
）
（
催
詳
糸
シ
）

鶚
鴬
駈
巽
司

狙
醇
 
汁
蒔

、
》
一
切
←

』
》
画
ｃ
ｃ

胃
○
》
『
○
ｍ

α
》
α
旨
い

《
》
ｏ
Ｃ
い

い
》
○
℃
切

芦
〕
］
Ｃ
い

ぬ
○
四

い
》
『
、
、
 
』
》
い
や
。

』
》
②
Ｃ
Ｃ
 
医
学
い
め

程
ｃ
》
い
い
＠
 
。
》
房
い
か

’ 

少
食
Ｃ

Ｊ
》
や
骨
、

』
』
》
ｃ
い
い
剴
胃
⑦

『
』
い
、
℃
令
司
Ｃ

い
】
⑲
一
群
戸
や
渕

胃
】
』
＠
い
 
ｃ
ｃ

欝
断
嬰
副

汁
蒔

謙
理

汁
蒔ｊ

Ｊ
１

ｃ
へ
。

胃
》
い
ふ
唾

』
』
】
ひ
つ
門

哩
Ｃ
つ

め
○
つ

胃
ｏ
》
い
つ
つ

『
》
い
①
い

い
〉
ｍ
○
○

『
い
い

釦
』
い
い
今

。
》
『
○
ｍ

骨
》
ぬ
』
Ｃ

い
○
】
鍔
い
い

ｕ
◇
や
雌
Ⅲ
、
嘘
ｌ

丑
霊
蒔
簿

萌
浬
罫
準
喜
鮒
露
議

珠
 
郵
 
坤
 
需

昧
郵
坤
汁
滞

輔
蘇
弓
削
読
倒

弱
尋

、
九
’一
．
・
遊
圭
 
４
 
‐

、
馴

器
節
理
罫
珠
喜
端
琿
津

蹴
計
爵
副
葬
倒

輌
誰
罫
部
謙
倒

昨
珠
喜
坤
環
篭

（
圧
謝
）
脚
．
陣
①
ぐ
①
Ｐ
・
も
．
。
貴
］
己
．
こ
い

Ⅲ
ト

コ

ー

斗
司
》
い
つ
い

い
》
『
ｍ
ｐ

ｍ
酌
】
←
い
い

、
〕
『
』
Ｃ

『
》
←
芦
、

混
血
》
い
○
ｃ

ｃ
》
『
『
つ

い
》
Ｃ
Ｃ
Ｃ

』
》
α
』
⑪

』
Ｃ
》
い
い
い

『
》
『
」
旨

い
》
α
や
ｍ

い
め
】
『
酌
的

』
Ｃ
揖

○
＠
ｃ

ｍ
）
α
也
○

、
つ
Ｃ

団
》
、
四
ｃ

ｍ
》
』
ｃ
』

い
〕
○
一
鱒

、
ｃ
ｃ

叩
一

躯
廃

Ⅷ
序

⑥
】
ｍ
』
○

画
》
い
い
『

』
。
》
め
い
一

ｍ
〉
令
』
Ｃ

、
 
、
凸
１

０
》
Ｏ
岸
○

や
〉
⑮
○
℃

い
〕
ｍ
・
的

屋
い
《
Ｃ

＠
つ
岸

胃
》
め
い
Ｃ

毎
つ
つ
い

、
い
い

』
⑭
》
⑦
○
い
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雇
用
者
の
す
べ
て
が
「
労
働
貴
族
」
に
算
入
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
年
令
・
性
別
・
学
歴
別
に
賃
金
・
企
業

内
福
祉
・
労
働
時
間
・
雇
用
安
定
性
・
昇
進
可
能
性
な
ど
を
検
討

し
、
独
占
大
企
業
・
官
公
庁
常
雇
者
か
ら
「
主
任
」
以
上
の
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
中
間
階
級
」
を
引
き
、
性
差
別
を
も
と
に
五

五
歳
以
下
男
性
五
四
一
万
人
を
ひ
と
ま
ず
算
定
し
、
そ
れ
に
性
差

別
の
相
対
的
に
小
さ
い
公
共
部
門
の
三
五
’五
五
歳
女
性
約
三
○

万
人
を
加
え
て
五
七
一
万
人
の
数
を
引
き
だ
し
た
。
さ
ら
に
、
三

五
歳
以
下
女
性
や
大
学
卒
の
学
歴
を
も
た
な
い
五
五
歳
以
下
男
女

を
「
独
占
部
門
」
労
働
者
総
数
か
ら
引
い
た
七
一
○
万
人
を
も

「
労
働
貴
族
の
上
限
」
と
し
て
算
出
し
、
実
際
の
数
は
こ
の
五
七

一
万
と
七
一
○
万
の
間
に
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
（
大
企

業
の
三
五
歳
以
下
女
性
は
、
一
般
に
「
結
婚
退
職
」
を
強
い
ら
れ

る
の
で
、
「
臨
時
」
労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
）
。
「
労
働
者
大
衆
」

に
つ
い
て
は
、
こ
の
層
が
「
家
族
制
度
」
的
労
使
関
係
（
「
企
業

一
家
主
義
」
）
を
色
濃
く
残
す
「
非
独
占
部
門
」
に
集
積
さ
れ
長

時
間
労
働
と
低
賃
金
、
労
働
災
害
多
発
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
。
「
予
備
軍
」
で
は
、
女
性
労
働
力
の
大
部
分
が
ゞ
言
）

に
属
し
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
後
に
既
婚
婦
人
労
働
力
が
増
大
し

て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
か
つ
て
の
ハ
リ
デ
ィ
と
同
様
に
、
こ
こ

に
こ
そ
日
本
の
資
本
主
義
発
展
の
秘
密
、
日
本
の
労
働
者
階
級
の

抱
え
る
最
大
の
問
題
点
が
あ
る
、
と
す
る
。

労
働
者
階
級
の
組
織
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
は
、
「
日
本
資
本
主
義
の
真
実
と
外
見
と
の
分
離
は
、
生
産

諸
関
係
（
す
な
わ
ち
諸
階
級
間
関
係
）
お
よ
び
労
働
者
階
級
諸
構

成
員
間
の
諸
関
係
と
同
程
度
に
、
伝
統
的
家
族
関
係
に
基
礎
を
お

い
て
い
る
」
と
す
る
視
角
か
ら
、
企
業
別
労
働
組
合
と
階
級
意
識

を
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
問
題
、
す
な

わ
ち
、
婦
人
労
働
力
を
「
予
備
軍
」
と
し
た
日
本
の
労
働
者
構
成

に
照
応
し
て
、
企
業
別
労
働
組
合
が
企
業
へ
の
家
族
主
義
的
献
身

を
保
証
し
、
「
独
占
部
門
」
の
大
学
卒
男
性
「
労
働
貴
族
」
中
心

の
組
織
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
「
労
働
者
大
衆
」
や
婦
人
労
働
力

「
予
備
軍
」
の
集
積
す
る
「
非
独
占
部
門
」
で
は
企
業
規
模
が
小

さ
く
な
る
ほ
ど
労
働
組
合
組
織
率
が
低
く
な
り
、
そ
の
た
め
「
日

本
の
全
労
働
組
合
の
九
○
％
以
上
が
企
業
別
組
合
の
ま
ま
で
あ
り
、

経
営
執
行
部
の
約
六
分
の
一
は
か
つ
て
の
組
合
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

こ
と
」
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
階
級
意
識
に
つ
い
て
は
、
一
九

七
六
’七
七
年
冬
に
自
ら
行
な
っ
た
五
三
企
業
四
五
九
人
の
意
識

調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
「
日
本
の
労
働
者
階
級
の
階
級
的
覚
醒

は
、
と
り
わ
け
労
働
者
大
衆
と
予
備
軍
構
成
員
の
間
で
、
大
部
分

0

ヤ

冬

じ
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は
労
働
貴
族
を
対
象
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
研
究
〔
の
調
査
結

果
〕
よ
り
も
大
き
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

性
・
年
令
・
学
歴
・
企
業
規
模
に
よ
る
労
働
者
階
級
内
部
の
ハ

イ
ラ
ル
キ
ー
的
成
層
化
、
「
労
働
貴
族
」
中
心
の
労
働
組
合
と
未

組
織
「
労
働
者
大
衆
」
の
潜
在
的
力
量
、
こ
れ
が
石
油
、
ン
ヨ
ッ
ク

後
の
危
機
局
面
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
見
出
し
た
、
日
本
の
労
働
者

像
で
あ
っ
た
。

六
 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
階
級
論
の
問
題
点

以
上
に
略
述
し
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
階
級
論
に
お
い
て
、
わ
れ

わ
れ
が
学
び
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
家
父
長
制
的
再
生

産
様
式
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
日
本
社
会
の
諾
階
級
に
通
底
す

る
女
性
差
別
の
構
造
を
扶
出
し
、
そ
れ
を
階
級
構
成
表
に
ま
で
仕

上
げ
た
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
生
産
様
式
」
と
は
相
対
的
に
異

な
る
「
再
生
産
様
式
」
に
着
目
す
る
視
点
は
、
別
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
に
独
自
な
も
の
で
は
な
く
、
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
系
譜
の

重
要
な
理
論
的
成
果
で
あ
っ
た
。
Ｊ
・
ア
ー
リ
イ
の
『
資
本
主
義

（
鋤
）

社
会
の
解
剖
』
（
一
九
八
一
年
）
は
「
経
済
ｌ
市
民
社
会
ｌ
国
家
」

の
三
層
シ
ェ
ー
マ
を
用
い
て
こ
の
点
を
理
論
的
に
明
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
Ｂ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
「
階
級
闘
争
」
と
は
示
差
的
な
非

階
級
的
「
人
民
ｌ
民
主
主
義
闘
争
」
を
概
念
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
官
民
関
係
」
に
も
と
づ
く
市
民
運
動
や
反
核
平
和
運
動
な
ど
と

と
も
に
婦
人
解
放
運
動
を
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
み
な
し
、
両

闘
争
の
自
律
的
「
接
合
」
を
説
い
て
い
た
。
フ
ェ
ミ
’一
ズ
ム
・
ジ

ェ
ン
ダ
ー
・
家
族
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
を
「
階
級
闘
争
」
に
従

属
・
還
元
さ
せ
が
ち
な
伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
ネ
オ
・
マ
ル

ク
ス
主
義
が
脱
皮
す
る
に
あ
た
っ
て
の
一
飛
躍
点
で
あ
っ
た
。
理

論
史
的
に
は
多
分
に
「
西
欧
的
バ
イ
ア
ス
」
の
か
か
っ
た
こ
の
視

点
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
日
本
社
会
分
析
で
は
意
識
的
に
適
用
さ

れ
て
お
り
、
対
象
に
内
在
す
る
客
体
的
「
日
本
的
バ
イ
ア
ス
」
と

う
ま
く
か
み
あ
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
「
家

父
長
制
的
再
生
産
様
式
」
概
念
を
、
女
性
差
別
ば
か
り
で
な
く

「
日
本
的
経
営
」
か
ら
自
民
党
の
農
村
支
配
に
い
た
る
現
代
日
本

の
総
体
的
説
明
原
理
に
ま
で
拡
張
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
手
法
に

は
、
疑
問
が
残
る
。
農
村
ム
ラ
社
会
で
の
戦
前
型
家
族
制
度
（
Ⅱ

「
イ
ェ
」
）
の
歴
史
的
伝
統
的
役
割
の
重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、

い
わ
ゆ
る
「
高
度
成
長
」
は
そ
の
物
質
的
基
盤
の
解
体
を
伴
い
、

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
民
族
大
移
動
」
「
核
家
族
化
」
が
進
行
し

た
。
例
え
ば
第
一
次
産
業
人
口
は
、
一
九
五
○
年
の
一
七
二
○
万

人
四
八
％
か
ら
一
九
八
二
年
の
五
四
八
万
人
九
・
七
％
へ
と
減
少
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し
、
一
九
二
○
’五
五
年
に
一
世
帯
平
均
五
・
一
人
前
後
で
あ
っ

た
も
の
が
一
九
七
五
年
に
は
三
・
七
人
へ
と
い
う
変
化
も
こ
う
む

っ
た
。
ま
た
、
「
低
成
長
」
期
に
入
り
、
「
終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
」

の
維
持
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
労
働
者
の
意
識
も
、
高
度

成
長
期
に
「
日
本
人
は
働
き
す
ぎ
た
」
と
し
て
、
「
私
生
活
中
心

主
義
」
「
生
活
保
守
主
義
」
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
福
武
直
氏
ら
に
依
拠
し
て
述
ぺ
る
農
村

の
社
会
関
係
も
、
「
日
本
的
経
営
」
の
あ
り
方
も
、
こ
う
し
た
社

会
構
造
変
化
に
伴
う
変
貌
・
再
編
局
面
を
見
失
う
な
ら
ば
、
一
面

的
で
固
定
的
な
も
の
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
的
経
営
」
に
は

戦
後
日
本
資
本
主
義
の
「
蓄
積
戦
略
」
に
そ
っ
た
高
度
に
資
本
主

（
皿
）

義
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
農
村
を
基
盤
と
し
て
き
た
自
民

党
の
長
期
低
落
傾
向
が
「
高
度
成
長
」
期
に
始
ま
り
今
日
ま
で
続

い
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
多
く
の
欧
米
日
本

研
究
者
と
同
様
の
単
純
化
・
図
式
化
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
分
析

に
も
含
ま
れ
て
い
る
。

階
級
論
そ
の
も
の
に
即
し
て
み
る
と
、
大
企
業
・
官
公
庁
の
係

長
ク
ラ
ス
以
上
が
お
し
な
べ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と
さ
れ
、

主
任
ク
ラ
ス
や
教
師
・
看
護
婦
は
「
中
間
階
級
」
と
な
り
、
大
企

業
・
公
務
員
大
卒
男
子
労
働
者
を
ひ
と
し
な
み
に
「
労
働
貴
族
」

と
規
定
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
階
級
・
分
派
区
分
は
、
い
わ
ゆ
る

「
生
産
的
労
働
者
」
の
み
を
「
労
働
者
階
級
」
と
し
ホ
ワ
イ
ト
・

カ
ラ
ー
を
「
不
生
産
的
給
与
所
得
者
」
「
職
員
」
等
と
別
カ
テ
ゴ
リ

ー
化
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
区

分
と
も
、
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「
生
産
的
労
働
ｌ
不
生
産

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

的
労
働
」
基
準
を
階
級
的
位
 
置
を
規
定
す
る
も
の
と
認
め
な
が

ら
、
そ
れ
と
は
相
対
的
に
異
な
る
階
級
闘
争
内
で
の
政
治
的
・
イ

ポ
ジ
シ
ョ
ソ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
 
場
に
よ
る
階
級
区
分
を
提
唱
し
た
プ
ー
ラ
ン

ッ
ァ
ス
に
従
い
つ
つ
、
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
の
「
新
し
い
小
プ
ル
ジ

（
認
）

ヨ
ァ
ジ
ー
」
範
辱
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
中
間
階
級
」
「
労
働

貴
族
」
に
ふ
り
わ
け
た
と
こ
ろ
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
独
自
性
が

あ
る
。
こ
の
点
が
、
「
大
橋
方
式
」
と
の
相
違
を
生
み
だ
す
分
岐
点

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
橋
隆
憲
氏
が
、
「
（
反
帝
）
反
独
占
民
主

主
義
革
命
」
の
視
点
か
ら
日
本
社
会
の
「
少
数
の
支
配
者
集
団
ｌ

（
鍋
）

絶
対
多
数
の
国
民
大
衆
」
の
階
級
関
係
を
把
え
よ
う
と
す
る
の
に

対
し
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
「
不
可
視
の
下
部
構
造
」
と
し
て
の

「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
を
可
視
化
す
る
「
反
資
本
主
義
同
盟

Ⅱ
社
会
主
義
革
命
」
を
日
本
の
階
級
闘
争
の
戦
略
的
課
題
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
「
小
資
本
」
分

派
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
。
大
橋
氏
ら
が
こ
の
層
を

4
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５

−

「
反
独
占
同
盟
」
の
一
翼
と
考
え
る
の
に
対
し
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

は
こ
の
層
こ
そ
「
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
最
も
反
動
的
な
分

派
」
で
あ
り
「
労
働
者
大
衆
」
の
直
接
・
日
常
的
に
対
時
す
る

「
見
え
る
」
階
級
敵
で
あ
り
、
か
つ
「
家
父
長
制
的
再
生
産
様
式
」

の
作
用
が
強
く
労
働
組
合
の
組
織
化
が
遅
れ
性
差
別
が
再
生
産
さ

れ
る
、
日
本
資
本
主
義
の
階
級
構
造
上
の
環
と
み
な
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
「
社
会
主
義
へ
の
移
行
に
お
け
る
同
盟
と
労
働
者
階

級
の
ヘ
ゲ
モ
’−
−
」
（
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
）
を
重
視
し
た
こ
う
し

た
考
え
方
（
先
進
国
社
会
主
義
革
命
論
）
は
、
西
欧
マ
ル
ク
ス
主

義
に
お
い
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
を
含

む
多
く
の
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
ソ
連
・
東
欧
の
「
現
存

社
会
主
義
」
と
は
異
な
る
「
民
主
主
義
的
社
会
主
義
」
を
め
ざ
し

そ
こ
に
到
る
民
主
主
義
的
な
「
社
会
主
義
革
命
」
の
道
を
探
究
し

（
鋤
）

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
変
革
構
想
の
相
違
が
、
ほ
ぼ
同
じ
官
庁

統
計
に
依
拠
し
た
階
級
構
成
表
作
成
と
い
う
し
←
ヘ
ル
で
も
、
「
大

橋
方
式
」
と
の
ち
が
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
労
働
貴
族
」
概
念
に
は
、
そ

こ
に
大
企
業
・
官
公
庁
男
子
大
卒
者
が
す
書
へ
て
含
ま
れ
る
と
い
う

政
治
的
線
引
き
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
も
、
そ
の
物
質
的
基
盤
が

「
種
差
的
独
占
利
潤
」
「
絶
対
的
独
占
利
潤
」
と
い
う
国
内
市
場
的

連
関
の
み
で
説
明
さ
れ
る
と
い
う
、
理
論
的
難
点
が
あ
る
・
そ
も

そ
も
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
日
本
分
析
で
は
、
ハ
リ
デ
ィ
や
ト
リ
ム
バ

ー
ガ
ー
、
ス
コ
ク
ポ
ル
ら
の
研
究
で
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
、
世

界
資
本
主
義
論
的
視
角
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
。
レ
ー
｝
一
ン

『
帝
国
主
義
論
』
に
直
接
依
拠
す
る
か
否
か
は
措
く
と
し
て
も
、

「
労
働
貴
族
」
概
念
を
全
労
働
者
の
約
二
割
、
「
独
占
部
門
」
一
般

に
及
ぼ
す
に
は
、
こ
れ
ら
大
企
業
が
「
高
度
成
長
」
期
に
技
術
革

新
を
重
ね
国
際
競
争
力
を
身
に
つ
け
東
南
ア
ジ
ア
ば
か
り
か
欧
米

諸
国
に
ま
で
海
外
進
出
し
一
部
は
多
国
籍
企
業
化
し
て
い
る
問
題

を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
大
橋
隆
憲
氏
が
純
経
済
的
概

念
で
あ
る
「
労
働
者
上
層
」
と
政
治
的
・
経
済
的
・
歴
史
的
概
念

（
錨
）

と
し
て
の
「
労
働
貴
族
」
を
区
別
し
た
の
も
、
「
対
米
従
属
」
と

「
日
本
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
的
復
活
」
と
い
う
日
本
マ
ル
ク
ス

主
義
の
六
○
年
代
的
争
点
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
お
け
る
こ
の
視
角
の
欠
落
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ

リ
ス
労
働
運
動
を
「
労
働
貴
族
」
概
念
で
説
明
す
る
か
の
ホ
プ
ズ

（
犯
）

ポ
ー
ム
的
労
働
史
研
究
の
バ
イ
ア
ス
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
史
研
究
に
は
「
自
由
貿
易
帝

国
主
義
」
と
「
労
働
貴
族
」
を
「
接
合
」
す
る
視
点
が
含
ま
れ
て

（
師
）

い
る
点
を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
片
手
落
ち
と
い
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わ
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
様
な
弱
点
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
分
析
に
つ
い
て
も
指

摘
で
き
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
本
の
表
題
ま
で
借
用
し
た
プ
ー
ラ

ン
ッ
ァ
ス
『
今
日
の
資
本
主
義
に
お
け
る
諸
階
級
』
の
理
論
的
貢

献
の
一
つ
は
、
現
代
資
本
主
義
の
高
度
な
帝
国
主
義
的
世
界
分
業

の
発
展
・
多
国
籍
企
業
化
の
認
識
を
基
礎
に
、
「
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
」

を
構
成
す
る
資
本
分
派
の
設
定
に
際
し
て
、
伝
統
的
な
「
民
族
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
買
弁
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と
は
異
な
る
「
国

内
（
旨
５
口
且
）
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
概
念
を
導
入
し
た
点
に
あ
つ

（
犯
）

た
。
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
の
影
響
下
に
あ
る
と
自
認
し
な
が
ら
、
ほ

か
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
視
点
が
薄
弱
な
の
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
国

際
的
経
歴
か
ら
し
て
も
、
奇
異
と
い
う
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
最
大
の
弱
点
は
、
「
階

級
」
概
念
そ
の
も
の
の
不
明
確
に
あ
る
。
大
橋
隆
憲
氏
の
階
級
概

念
は
、
「
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
の
社
会
的
生
産
体
制
の
中

で
占
め
る
地
位
の
差
異
ま
た
は
共
通
性
（
生
産
手
段
の
所
有
ｌ
非

所
有
）
に
基
づ
く
『
搾
取
関
係
』
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
人
間
集

（
釣
）

団
」
と
い
う
も
の
で
、
レ
ー
ニ
ン
『
偉
大
な
創
意
』
な
ど
で
の
伝

統
的
規
定
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
場
合
、
「
隠

さ
れ
た
諸
階
級
の
下
部
構
造
の
可
視
的
諸
形
態
」
を
分
析
す
る
と

い
う
構
え
は
あ
る
の
だ
が
、
肝
心
の
「
階
級
」
概
念
を
定
義
し
て

お
ら
ず
、
た
と
え
ば
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
農
民
」
「
中
間
階

級
」
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
同
一

水
準
で
「
階
級
」
と
語
り
う
る
か
否
か
と
い
う
重
要
な
理
論
問
題

を
無
視
し
た
ま
ま
、
自
己
の
設
定
し
た
具
体
的
諸
階
級
分
析
に
入

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
経
済
的
規
定
を
述
曇
へ
統
計
的
に
析
出
し

た
う
え
で
「
政
治
的
組
織
化
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
付
加
す
る

と
い
う
論
述
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
筆
者
自
身
は
、
Ｅ
・
ラ
ク
ロ

ゥ
に
従
い
、
「
階
級
闘
争
」
に
表
現
さ
れ
る
資
本
ｌ
賃
労
働
両
階

級
と
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
敵
対
階
級
を
も
た
ず
た
だ
「
階
級
闘

争
」
の
作
用
に
よ
り
階
級
形
成
に
入
る
「
中
間
諸
階
級
」
を
厳
密

（
㈹
）

に
区
別
す
べ
き
だ
と
考
え
る
し
、
こ
の
「
中
間
諸
階
級
Ⅱ
闘
争
内

階
級
」
中
で
は
、
生
産
手
段
を
所
有
し
な
が
ら
自
己
労
働
に
依
拠

す
る
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
農
民
、
小
営
業
者
）
」
と
生
産
手

段
を
持
た
ず
に
自
己
労
働
力
を
販
売
し
他
人
労
働
力
を
統
制
す
る

「
管
理
者
」
を
区
別
す
る
、
Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
ト
の
見
解
を
暫
定
的

（
似
）

に
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
共
セ
ク
タ
ー
被
雇
用
者
が
先
進
資

本
主
義
諸
国
の
多
く
で
総
雇
用
の
二
’四
割
を
占
め
「
官
民
関

係
」
「
国
家
内
階
級
闘
争
」
が
現
実
的
重
要
性
を
浴
び
て
い
る
今

（
他
）

日
で
は
、
こ
の
階
層
の
独
自
の
範
晴
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ス
テ

△
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弓

み

イ
ー
ヴ
ン
の
階
級
論
は
、
こ
う
し
た
理
論
的
手
続
き
を
欠
い
て
い

る
た
め
に
、
自
説
の
説
得
力
を
弱
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ

が
国
「
大
橘
理
論
」
を
含
む
諸
説
と
の
対
話
可
能
性
を
自
ら
閉
ざ

し
て
い
る
。七

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
国
家
論
と
展
開
さ
る
べ
き
方
向

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
現
代
日
本
国
家
論
、
す
な
わ
ち
石
油
シ
ョ
ッ

ク
後
の
「
危
機
」
局
面
に
お
け
る
国
家
の
「
蓄
積
機
能
」
と
「
社

会
統
合
機
能
」
の
分
析
は
、
彼
の
階
級
分
析
に
比
す
れ
ば
手
薄
で

あ
り
、
そ
の
「
結
論
」
は
、
階
級
論
か
ら
容
易
に
予
測
さ
れ
る
通

り
、
「
労
働
者
大
衆
」
と
「
予
備
軍
」
を
基
盤
と
し
た
階
級
的
組

（
蝿
）

織
化
の
提
唱
と
「
社
会
主
義
革
命
」
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

「
国
家
の
蓄
積
機
能
」
と
し
て
は
、
日
本
資
本
主
義
生
成
期
か
ら

の
国
家
介
入
の
伝
統
、
財
政
・
金
融
的
蓄
積
保
証
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
・
食
糧
問
題
、
産
業
再
編
成
と
行
政
指
導
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

ロ
ボ
ッ
ト
化
と
先
端
産
業
育
成
、
臨
調
行
革
、
対
外
投
資
と
円
高

問
題
、
な
ど
が
言
及
さ
れ
、
「
社
会
統
合
機
能
」
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
障
・
福
祉
の
低
水
準
、
住
宅
・
土
地
問
題
の
深
刻
さ
、
教

育
費
の
異
常
な
高
さ
と
受
験
戦
争
、
長
時
間
労
働
と
短
い
休
暇
、

自
民
党
の
長
期
一
党
支
配
と
派
閥
政
治
、
犯
罪
と
暴
力
、
自
衛
隊

と
防
衛
力
増
強
、
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
具
体
的

論
述
は
、
宮
本
憲
一
氏
や
筆
者
の
、
日
本
Ⅱ
（
「
福
祉
国
家
」
で

も
「
軍
事
国
家
」
で
も
な
じ
「
企
業
国
家
」
と
い
う
戦
後
史
認
識
、

お
よ
び
そ
の
「
軍
事
国
家
」
的
再
編
と
い
う
現
状
認
識
、
と
基
本

（
“
）

的
に
合
致
す
る
が
、
選
挙
や
政
党
の
問
題
を
「
社
会
統
合
機
能
」

内
で
論
じ
る
の
は
無
理
が
あ
る
し
、
軍
事
費
の
問
題
は
、
む
し
ろ

「
蓄
積
機
能
」
に
お
い
て
前
述
の
世
界
資
本
主
義
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
扱
う
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が

「
蓄
積
機
能
」
と
「
社
会
統
合
機
能
」
の
連
関
を
問
題
と
し
、
日

本
の
国
家
が
欧
米
に
比
し
て
「
は
る
か
に
大
き
く
蓄
積
機
能
に
組

み
込
ま
れ
、
私
的
企
業
が
社
会
統
合
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
事

態
に
言
及
し
、
「
社
会
統
合
機
能
」
が
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
メ

カ
’一
ズ
ム
の
限
界
内
で
」
の
み
果
た
さ
れ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る

（
妬
）

点
は
、
注
目
す
ぺ
き
で
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
日
本
国

家
の
機
能
的
連
関
か
ら
導
出
さ
れ
た
こ
の
命
題
が
、
第
二
次
大
戦

後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
福
祉
国
家
」
諸
国
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る

の
か
否
か
と
い
う
、
比
較
国
家
分
析
の
上
で
の
新
た
な
論
点
が
生

じ
る
の
で
は
あ
る
が
。

総
じ
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
国
家
論
は
、
オ
コ
ン
ナ
ー
的
理
論

枠
組
に
一
応
立
脚
し
て
い
る
も
の
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の

(37） 現代日本国家論の方法
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今
日
的
段
階
で
論
議
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
、
例
え
ば
、
「
コ
ー
ポ

ラ
テ
ィ
ズ
ム
」
「
権
威
主
義
的
国
家
主
義
」
「
安
全
保
障
国
家
」

「
強
力
な
国
家
」
「
新
自
由
主
義
」
な
ど
の
国
家
形
態
論
、
「
代
表

形
態
・
国
家
諸
装
置
の
内
的
編
成
・
蓄
積
へ
の
介
入
様
式
」
モ
デ

ル
の
よ
う
な
現
状
分
析
へ
の
媒
介
枠
組
、
「
抑
圧
装
置
」
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
装
置
」
ば
か
り
で
な
く
「
経
済
装
置
」
や
「
大
衆
統
合
装

置
」
を
含
む
国
家
装
置
論
、
「
階
級
分
派
」
論
の
「
権
力
ブ
ロ
ッ

ク
」
論
へ
の
上
向
、
「
階
級
闘
争
」
と
「
人
民
‐民
主
主
義
闘
争
」

と
の
「
接
合
」
の
論
理
、
そ
れ
に
世
界
シ
ス
テ
ム
論
や
新
従
属
論

な
ど
の
世
界
資
本
主
義
論
と
国
民
国
家
分
析
と
の
「
接
合
」
、
等

々
に
つ
い
て
は
理
論
的
関
心
が
み
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
に
「
家
父
長

制
的
再
生
産
様
式
」
概
念
の
現
状
分
析
へ
の
適
用
可
能
性
を
示
唆

し
た
に
留
ま
る
。

こ
こ
で
筆
者
自
身
の
現
代
日
本
国
家
分
析
の
方
法
を
本
格
的
に

示
す
紙
数
の
余
裕
は
な
い
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
欠
落
し
た
諸
視

点
を
補
う
意
味
で
最
後
に
略
述
す
る
な
ら
ば
、
お
お
む
ね
、
以
下

の
よ
う
な
論
理
的
展
開
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
「
力
関
係
」
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
分
析
。
こ
れ
は
「
政
治
」

次
元
の
分
析
で
あ
り
、
国
際
的
・
国
内
的
力
関
係
の
連
関
分
析
と
、

階
級
闘
争
・
非
階
級
的
民
主
主
義
闘
争
の
連
関
分
析
の
、
重
層
化

が
必
要
と
な
る
。
Ａ
・
グ
ラ
ム
シ
の
「
力
関
係
」
分
析
が
一
つ
の

範
と
な
ろ
う
。
第
二
に
、
「
経
済
ｌ
市
民
社
会
ｌ
国
家
」
の
社
会

構
成
体
に
お
け
る
連
関
構
造
分
析
。
こ
こ
で
日
本
社
会
の
伝
統

的
・
世
界
史
的
型
の
析
出
、
ま
た
「
中
心
ｌ
半
周
辺
ｌ
周
辺
」
と

い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
内
で
の
位
置
が
問
題
と
な
る
。
第
三
に
、

「
政
治
的
代
表
形
態
ｌ
経
済
へ
の
介
入
様
式
ｌ
国
家
諸
装
置
の
内

的
編
成
」
を
基
軸
と
し
た
国
家
の
形
態
ｌ
機
能
ｌ
装
置
分
析
。
第

四
に
、
「
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
「
社
会
的
基
盤
」
、
「
蓄
積
戦
略
」

と
「
ヘ
ゲ
モ
’一
−的
企
図
」
な
ど
の
枠
組
を
用
い
、
「
官
民
関
係
」

を
も
媒
介
し
た
国
家
権
力
分
析
。
こ
の
レ
ベ
ル
は
、
再
び
第
一
の

「
政
治
的
力
関
係
」
分
析
に
送
り
返
さ
れ
、
国
家
装
置
内
「
力
関

係
」
分
析
と
し
て
完
成
さ
れ
、
変
革
の
方
途
も
理
論
的
に
見
通
さ

れ
る
。こ

れ
ら
の
具
体
的
展
開
は
、
他
日
を
期
す
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
よ
う
な
西
欧
的
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
日
本
分

析
へ
の
真
の
実
り
あ
る
批
判
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
自
身
に
よ
る

本
格
的
日
本
国
家
分
析
の
対
置
に
よ
っ
て
、
初
め
て
果
た
さ
れ
る

で
あ
る
襲
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
１
）
 
拙
稿
「
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
論
と
政
治
学
」
、
日
本
政

治
学
会
編
『
現
代
国
家
の
位
相
と
理
論
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二

＝ 一
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（
喝
）
 
馬
．
際
①
く
①
ロ
》
Ｇ
冒
闘
鴎
雪
 
○
．
ミ
偽
営
、
日
国
電
《
具
）
園
苫
』
○
四
日
‐

ご
吋
己
的
①
己
．
弓
．
５
ｍ
』

（
四
）
 
ｚ
・
勺
○
ご
崗
口
簡
閉
》
門
ｇ
 
ｏ
ざ
閏
腐
 
の
。
ミ
ミ
鴎
ａ
ａ
嵩
の
弓
、
○
畳
ミ
ミ
‐

房
冒
雨
堅
ミ
。
星
員
夢
ミ
、
鼎
昌
 
ら
製
．
英
訳
は
、
Ｑ
景
吻
湧
営
。
§‐

蒔
量
曾
首
逗
○
ミ
ミ
ミ
詠
蒼
』
ｚ
Ｆ
国
 
后
酬
．

（
釦
）
 
戸
木
田
嘉
久
『
現
代
資
本
主
義
と
労
働
者
階
級
』
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
二
年
、
一
七
六
頁
。

（
型
）
 
閃
．
ｍ
厭
く
①
ロ
》
○
や
。
芦
、
勺
 
皀
。
．

（
銅
）
 
よ
り
正
確
に
は
、
大
橋
方
式
の
「
完
全
失
業
者
」
を
引
い
た
五

五
六
六
万
五
千
人
。

（
郡
）
］
．
Ｑ
９
ｐ
ｐ
①
『
→
弓
胃
 
司
房
。
ミ
 
９
厨
房
 
旦
暮
、
曾
鳥
』
陣
．

冒
四
昌
冒
雪
切
勺
吋
①
、
印
ら
園
（
池
上
・
横
尾
監
訳
『
現
代
国
家
の
財
政
危

機
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
）
。
シ
 
ミ
○
斤
》
弓
言
 
層
蒼
爵

旦
時
習
曽
倉
曼
』
弓
胃
 
卑
の
①
国
の
吻
吻
ら
ご
．
拙
稿
「
ネ
オ
・
コ
ー

ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
討
論
に
つ
い
て
」
、
『
一
橋
論
叢
』
八
九
巻
一
号
（
一

九
八
三
年
一
月
）
。

（
聖
）
 
旨
，
。
Ｃ
Ｑ
堅
芦
①
局
》
閂
三
月
閉
可
ロ
ｏ
９
門
①
、
〕
の
○
ｏ
苛
庁
一
①
め
ぃ
目
Ｑ
閏
】
牌
○
『
雰

乏
、
怠
》
旧
縄
燕
師
恩
苦
冒
、
ｚ
○
．
匡
四
（
５
割
＄
．

（
鋸
）
 
己
．
め
ゅ
と
⑦
『
・
』
亀
園
鴬
・
印
ミ
ミ
言
＆
弓
画
⑦
国
四
吋
く
⑦
黒
の
『
弓
司
①
ｍ
ｍ
６
凶
．

（
郡
）
 
大
橋
隆
憲
編
著
『
日
本
の
階
級
構
成
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
七

一
年
、
三
一
五
頁
以
下
。
な
お
、
以
下
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
紹
介
は
、

ほ
ぼ
同
書
の
構
成
に
そ
っ
た
も
の
な
の
で
、
特
別
の
場
合
を
除
き
頁

数
は
省
略
す
る
。

鮴

（
”）
 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
「
国
家
の
社
会
機
能
」
で
政
党
を
論

じ
る
際
、
日
本
共
産
党
を
「
五
つ
の
社
会
民
主
主
義
政
党
（
民
社

党
・
公
明
党
・
社
民
連
・
社
会
党
・
共
産
党
）
」
の
最
左
翼
と
紹
介

し
て
い
る
（
§
．
§
．
、
詞
ｇ
ｅ
。

（
詔
）
 
例
え
ば
、
常
乏
。
且
岳
》
ミ
ミ
蔚
魯
員
、
。
ミ
爵
』
Ｆ
騨
弓
『
①
国
。
の

陣
君
啓
騨
耳
ら
ご
（
土
生
・
河
合
訳
『
ク
ー
デ
タ
ー
』
、
大
月
書
店
、

一
九
八
一
年
）
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
先
進
国
革
命
試
論
」
、
『
講
座

現
代
資
本
主
義
国
家
』
第
四
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
八
○
年
、
三
三

八
頁
注
（
”）
に
記
し
た
諸
文
献
、
参
照
。

（
”）
 
大
橋
、
前
掲
書
、
一
三
五
頁
。

（
犯
）
］
．
ご
儲
ご
》
閂
罵
生
苫
ミ
。
ミ
ミ
ミ
ｏ
国
営
ミ
ミ
 
智
。
量
蔚
、
冨
四
‐

の
ｇ
筐
四
国
ら
巴
．
長
谷
川
正
史
「
市
民
社
会
に
お
け
る
再
生
産
の
領

域
と
し
て
の
家
族
」
、
名
大
『
経
済
科
学
』
三
○
巻
三
号
（
一
九
八

三
年
三
月
）
、
参
照
。

（
皿
）
 
下
山
房
雄
・
兵
藤
剣
 
弓
日
本
的
労
使
関
係
』
と
労
働
運
動
」
、

『
講
座
今
日
の
日
本
資
本
主
義
』
第
四
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
八

二
年
、
参
照
。

（
犯
）
 
Ｎ
・
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
「
新
し
い
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
、
Ａ
・

ハ
ン
ト
編
（
大
橋
他
訳
）
『
階
級
と
階
級
構
造
』
、
法
律
文
化
社
、
一

九
七
九
年
、
所
収
。

（
粥
）
 
大
橋
、
前
掲
書
、
九
○
’九
一
頁
。

（
郷
）
 
前
掲
拙
稿
「
先
進
国
革
命
試
論
」
、
参
照
。
な
お
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
の
場
合
、
プ
ー
ラ
ン
ッ
ァ
ス
や
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
ら
に
比
し
て
「
民

主
主
義
」
へ
の
関
心
度
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
弱
）
 
大
橋
、
前
掲
書
、
一
三
六
’一
三
七
頁
。
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（
妬
）
 
松
村
高
夫
「
一
九
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
衆
運
動
」
（
一
九

八
四
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
）
、
『
歴
史
学
研
究
』
五
三
四
号

（
一
九
八
四
年
一
○
月
）
、
な
ど
参
照
。

（
卵
）
「
プ
リ
テ
ン
の
改
良
主
義
の
根
は
、
う
た
が
い
も
な
く
、
一
世

紀
に
わ
た
る
経
済
の
世
界
的
優
位
の
歴
史
、
お
よ
び
労
働
貴
族
層
の

創
出
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
そ
れ
か
ら
利
益
を

え
て
い
る
労
働
者
階
級
全
体
の
創
出
で
あ
る
」
（
Ｅ
・
Ｊ
・
ホ
プ
ズ

ポ
ー
ム
、
鈴
木
・
永
井
訳
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
史
研
究
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
一
九
六
八
年
、
三
○
七
頁
）
。
な
お
、
同
書
「
訳
者
あ
と

が
き
」
三
五
○
頁
、
参
照
。

（
粥
）
ｚ
勺
○
三
Ｐ
ｐ
ｇ
四
ｍ
ゞ
§
．
§
・
杉
本
昭
七
「
現
代
世
界
経
済
の
統

合
化
過
程
と
国
家
」
、
『
講
座
現
代
資
本
主
義
国
家
』
第
一
巻
、
参

照
。

（
刃
）
 
大
橋
、
前
掲
書
、
九
頁
。

（
㈹
）
 
閃
．
Ｆ
ｇ
置
匡
》
、
○
ミ
詩
の
昌
苫
包
国
、
ｇ
晶
萱
曽
企
ミ
ミ
ミ
亀
閂
詩
。
曇
、

ｚ
５
国
胃
Ｃ
『
刃

（
虹
）
 
国
．
○
．
夕
印
蒟
面
二
Ｆ
・
局
①
司
○
目
①
草
冒
凹
引
凶
牌
 
Ｑ
儲
、
○
胃
①
函
○
国
①
の

自
己
旨
８
日
①
旨
の
名
農
ｑ
・
壁
蒼
、
蚤
§苫
恕
己
ミ
。
垣
。
ミ
 
罰
恥
昌
、
Ｓ
、

く
○
一
．
お
（
ら
司
言
 
前
掲
拙
稿
「
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
討
論

に
つ
い
て
」
Ｏ

（
岨
）
 
⑦
．
円
》
〕
①
３
○
Ｈ
Ｐ
 
目
彦
①
 
も
Ｈ
ｏ
ｍ
も
ｇ
厨
 
９
 
Ｆ
四
ケ
○
巨
吋
騨
口
巨
 
昏
の

目
『
§
匙
。
罰
日
豊
○
口
旦
酔
号
騨
ョ
。
ａ
８
ｐ
３
房
昌
ご
§
旧
き
 
鳶
‐

ミ
恥
昌
ゞ
ｚ
ｏ
．
Ｈ
急
（
冒
畠
ご
巨
冒
①
己
望
）
．

（
“）
 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
日
本
の
労
働
運
動
の
先
進
例
と
し
て
、
ペ

ト
リ
・
カ
メ
ラ
争
訟
団
の
自
主
生
産
、
全
金
田
中
機
械
労
組
の
労
働

者
統
制
、
沖
電
機
争
議
、
そ
れ
に
、
婦
人
労
働
者
の
階
級
的
覚
醒
の

典
型
と
し
て
日
本
航
空
労
組
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（
“）
 
宮
本
憲
一
『
現
代
資
本
主
義
と
国
家
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

一
年
。
拙
稿
「
『
経
済
大
国
』
日
本
と
戦
後
国
民
意
識
」
、
『
歴
史
学

研
究
』
五
二
四
号
（
一
九
八
四
年
一
月
）
。

（
帽
）
 
こ
れ
は
、
藤
田
勇
『
法
と
経
済
の
一
般
理
論
』
、
日
本
評
論
社
、

一
九
七
四
年
、
二
七
’二
八
頁
の
把
握
と
合
致
す
る
。

（
一
橋
大
学
助
教
授
）

(41 ) 現代日本国家論の方法
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